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「
婦
人
問
題
企
画
推
進
本
部
」
設
置

「
国
内
行
動
計
画
」策
定

「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」批
准

「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」公
布

「
育
児
休
業
法
」公
布

男
女
共
同
参
画
の「
市
民
団
体
」設
立

総
理
府
に「
男
女
共
同
参
画
室
」設
置

「
育
児
介
護
休
業
法
」成
立

男
女
共
同
参
画
紙「
風
」発
行

「
男
女
共
同
参
画
２
０
０
０
年
プ
ラ
ン
」策
定

「
第
一
回
女
と
男
と
も
に
輝
く
と
り
で
の
集
い
」

「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」制
定

「
取
手
市
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
策
定

「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
防
止
及
び

被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
防
止
法
」
施
行

「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
公
布

「
取
手
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例

」
施
行

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
憲
章
」
策
定

「
女
性
活
躍
推
進
法
」
制
定

「
第
三
次
取
手
市
男
女
共
同
参
画
計
画
」
策
定

「
政
治
分
野
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
推
進
法
」
施
行

あらゆる分野へ
女性の参加促進

婦人の
地位向上

女性の社会参加から男女共同参画社会へ
女性の活躍推進

多様性の尊重

黒は国の施策

赤は取手市の施策


